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国
民
年
金
の
手
続
き

　
国
民
年
金
の
手
続
き
が
遅
れ
る
と
未
納
期
間
が
増

え
る
こ
と
に
な
り
、
将
来
老
齢
年
金
の
額
が
減
っ
た

り
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
が
受
け
ら
れ
な
く
な
っ

た
り
し
ま
す
の
で
、
必
ず
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

退職した場合※
（第２号被保険者→第１号被保険者）

国保ねんきん課、各支所健康福祉
地域事務所年金窓口で年金手帳・
退職日（扶養から外れた日）が確
認できる書類、認印を持って手続
きをする

配偶者の扶養から外れたり、離婚したりした場合
（第３号被保険者→第１号被保険者）

就職した場合
（第１号被保険者→第２号被保険者） 事業所に年金手帳などを提出し手

続きをする配偶者の扶養に入っている人が就職した場合
（第３号被保険者→第２号被保険者）

配偶者の扶養に入る場合
（第１号被保険者→第３号被保険者） 配偶者の事業所に年金手帳などを

提出し手続きをする会社などを辞め、引き続き配偶者の扶養に入る場合
（第２号被保険者→第３号被保険者）

※
退
職
す
る
本
人
に
扶
養
配
偶
者
が
い
る
場
合
、
配

偶
者
も
国
民
年
金
の
種
別
変
更
が
必
要
に
な
り
ま
す

の
で
、
同
時
に
手
続
き
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

問
合
せ
　
国
保
ね
ん
き
ん
課
☎
33
４
１
０
５

　
　
　
　
八
代
年
金
事
務
所
☎
35
６
１
４
３

堤
防
刈
草
を
提
供
し
ま
す

提
供
期
間

　
6
月
中
旬
〜
8
月
上
旬
、
9
月
下
旬
〜
12
月
上
旬

提
供
方
法

　
球
磨
川
の
堤
防
沿
い
に
刈
草
を
20
㎏
程
度
の
ロ
ー

ル
に
し
て
仮
り
置
き
し
ま
す
の
で
、
申
し
込
み
後
、

自
由
に
持
ち
帰
り
く
だ
さ
い
（
本
年
度
か
ら
提
供
方

法
が
変
わ
っ
て
い
ま
す
）

申
込
方
法

　
電
話
ま
た
は
は
が
き
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
住
所
、
氏

名
、
電
話
番
号
、
使
用
目
的
、
数
量
を
明
記
し
て
く

だ
さ
い

申
込
み
・
問
合
せ

〒
８
６
６—

０
０
５
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麦
島
東
町
１—

2
　
国
土
交
通
省
八
代
河
川
国
道

事
務
所
八
代
出
張
所

☎
32
４
８
９
２
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４
２
０
６

６
月
は
「
食
育
月
間
」
で
す

　
県
で
は
「
第
３
次
熊
本
県
健
康
食
生
活
・
食
育
推

進
計
画
〜
く
ま
も
と
食
で
育
む
命
・
絆
・
夢
プ
ラ
ン

〜
」
に
基
づ
き
、
食
育
の
取
り
組
み
を
進
め
て
い
ま

→

す
。こ
の
機
会
に
、家
族
や
身
近
な
人
と
大
事
な「
食
」

に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

問
合
せ
　
県
健
康
づ
く
り
推
進
課

　
　
　
　
☎
０
９
６
（
３
３
３
）
２
２
５
２

農
地
の
規
模
拡
大
に
必
要
な
機

械
の
導
入
に
補
助

内
　
容

　
5
年
以
上
の
新
規
賃
借
権
設
定
に
よ
り
、
賃
借
権

設
定
後
の
経
営
耕
地
面
積
が
平
成
28
年
度
末
か
ら
一

定
以
上
増
加
し
た
場
合
、
規
模
拡
大
に
必
要
な
農
業

機
械
な
ど
の
導
入
に
対
し
て
補
助
を
行
い
ま
す

対
　
象

　
市
内
に
住
所
を
有
し
農
業
を
営
む
認
定
農
業
者
な

ど
の
担
い
手
ま
た
は
認
定
農
業
者
な
ど
に
な
る
こ
と

が
確
実
な
人
で
市
税
の
滞
納
が
な
い
人

要
　
件

①
経
営
耕
地
面
積
が
1
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
（
中
山
間

地
域
は
0.5
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
）
増
加
し
、
増
加
後

の
経
営
面
積
が
3
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
（
中
山
間
地

域
は
除
く
）
に
な
る
こ
と

②
経
営
耕
地
面
積
が
0.5
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
増
加
す

る
こ
と
（
賃
借
権
設
定
前
の
経
営
面
積
が
1
ヘ
ク

タ
ー
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
）

補
助
率

　
消
費
税
相
当
額
を
除
い
た
経
費
の
１
／
2
以
内
　

　
①
上
限
１
０
０
万
円
　
②
上
限
50
万
円

　
※
予
算
が
な
く
な
っ
た
時
点
で
受
け
付
け
終
了

申
込
み
・
問
合
せ
　

　
農
林
水
産
政
策
課
☎
33
４
１
１
７

農
地
中
間
管
理
機
構
へ
の
集
積

に
対
し
補
助

内
　
容

　
農
地
中
間
管
理
機
構
に
貸
し
付
け
ら
れ
た
農
地
の

面
積
10
ア
ー
ル
当
た
り
1
万
円
（
中
山
間
地
域
の
農

地
は
１
万
５
０
０
０
円
）
を
補
助
し
ま
す

要
　
件

　
農
地
中
間
管
理
機
構
に
5
年
以
上
の
新
規
の
賃
借

権
設
定
に
よ
り
農
地
を
貸
し
出
し
、
担
い
手
に
転
貸

さ
れ
る
こ
と

※
国
の
助
成
を
受
け
た
農
地
は
対
象
外

対
　
象

　
市
内
に
住
所
を
有
し
市
内
の
農
地
を
所
有
し
て
い

る
人
で
、
市
税
の
滞
納
が
な
い
人

申
込
み
・
問
合
せ
　
農
林
水
産
政
策
課
☎
33
４
１
１
７

八
代
市
畳
表
張
り
替
え
促
進
事
業

　
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
付
き
タ
グ
が
あ
る
八
代
市
産
の
畳
表

を
使
用
し
、
畳
を
新
調
・
張
り
替
え
し
た
場
合
に
そ

の
費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

申
込
期
間
　
令
和
２
年
３
月
31
日
㈫
ま
で

　
　
　
　
　
※
予
算
が
無
く
な
り
次
第
終
了

対
　
象
　
本
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
自
ら
が
居
住

す
る
家
屋
の
畳
表
の
張
り
替
え
を
行
う
人

対
象
品
　
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
付
き
タ
グ
が
１
畳
に
１
枚
付

い
て
い
る
商
品

　
　
　
　
※
畳
表
の
持
ち
込
み
に
よ
る
施
工
は
助
成

　
　
　
　
　
対
象
外
で
す
。

対
象
畳
店

　
市
の
小
規
模
工
事
業
者
と
し
て
登
録
が
あ
る
畳
店

（
施
行
予
定
の
畳
店
に
は
事
前
に
割
引
券
を
使
用
す

る
旨
を
伝
え
て
く
だ
さ
い
）

助
成
額
　
畳
表
１
枚
当
た
り
１
０
０
０
円

　
　
　
　
※
1
世
帯
当
た
り
上
限
１
万
６
０
０
０
円

申
込
み
・
問
合
せ　

農
業
振
興
課
☎
33
８
７
５
１

厚
生
会
館
休
館

　
八
代
民
俗
伝
統
芸
能
伝
承
館
（
仮
称
）
建
設
に
伴

い
厚
生
会
館
別
館
・
機
械
室
の
解
体
工
事
を
行
い
ま

す
。
こ
の
た
め
解
体
と
建
設
期
間
中
の
ホ
ー
ル
・
舞

台
・
ホ
ワ
イ
エ
・
楽
屋
・
集
会
室
の
利
用
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。

休
館
期
間
　
６
月
１
日
㈯
〜
（
約
2
年
を
予
定
）

問
合
せ
　
鏡
文
化
セ
ン
タ
ー
☎
52
１
１
１
４

新
規
学
卒
求
人
の
早
期
提
出
・

採
用
枠
拡
大
の
お
願
い
　

　
6
月
1
日
か
ら
来
春
卒
業
予
定
者
（
中
学
・
高
校
）

を
対
象
と
し
た
求
人
の
申
し
込
み
受
け
付
け
を
開
始

し
ま
す
。

　
若
年
労
働
者
の
地
元
定
着
・
育
成
が
促
進
さ
れ
る

よ
う
早
期
の
求
人
提
出
と
採
用
枠
の
拡
大
に
つ
い
て

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
八
代
☎
31
８
６
０
９

飼
い
主
の
い
な
い
猫
と
の
向
き

合
い
方

　
飼
い
主
の
い
な
い
猫（
野
良
猫
）に
対
し
て
間
違
っ

た
世
話
を
す
る
と
、
近
隣
の
生
活
環
境
の
悪
化
や
猫

に
と
っ
て
も
不
幸
な
結
果
を
招
き
か
ね
ま
せ
ん
。
猫

が
増
え
な
い
よ
う
避
妊
去
勢
を
徹
底
す
る
と
と
も

に
、
置
き
エ
サ
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

　
県
で
は
、
飼
い
主
の
い
な
い
猫
に
対
す
る
避
妊
去

勢
手
術
費
用
の
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
細
は
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
八
代
保
健
所
☎
33
３
１
９
８

高
齢
者
無
料
職
業
紹
介
所

　
高
齢
者
無
料
職
業
紹
介
所
と
は
お
お
む
ね
55
歳
以

上
の
人
の
た
め
の
職
業
相
談
・
紹
介
機
関
で
す
。

相
談
日
　
毎
週
月
・
水
・
金
曜
日

　
　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
4
時

問
合
せ
　
熊
本
県
高
齢
者
無
料
職
業
紹
介
所

　
　
　
　
八
代
相
談
所
☎
32
４
１
４
４


